
No 評価の視点 一次審査 二次審査

1
◆本業務にあたっての業務実施方針は適切か。
・窓口関連業務についての理念・基本的な考え方が適切であるか。
・区民に対して真摯に対応できるか。

5点 5点

◆区との連絡体制が整備されているか。
・指揮命令系統が明確か。
・一連の処理業務の連携がとれているか。
・区との連携がとれており、区民等からの問合せ等にスムーズに対応できるか。

10点 10点

◆本業務を確実に遂行できる人員体制であるか。
・安定的に業務を運営するための体制（適正人員配置、ローテーション、バック
アップ体制等）について記述されているか。
・通常期、繁忙期を勘案し、業務処理が効率的かつ安定的に行うために、従事
者の急病等の場合には代替要員を準備するなど人員配置の工夫が記述されて
いるか。

15点 10点

◆業務責任者は窓口関連業務に何年以上従事している者を配置予定か。 5点

3

◆本業務を確実に遂行できるスケジュールとなっているか。
・委託業務開始までの適切な準備スケジュールが記述されているか。
・業務の正確性と迅速性を高めるためのマニュアル、具体的な施策が記述され
ているか。
・委託業務終了時の次期委託業者への引継ぎ計画が記述されているか。

10点 10点

4

◆業務従事者の研修（計画・実施・評価）は適切か。
・人材育成について基本的な考え方が示されているか。
・準備期間を含め、研修の内容や研修の実施体制について具体的な記述があ
るか。

10点 10点

5

◆事故予防策や事故・災害発生時の対応、区民等からの苦情等への対応は
適切か。
・事故予防対策や事故・災害発生など緊急時における危機管理対策は適切か。
・来庁者からの苦情等への対応策及び報告は適切か。

10点 10点

6

◆個人情報保護及び情報セキュリティ対策は適切か。従事者の管理は適切
か。
・業務執行時の、情報セキュリティ保護対策（運用上の仕組みやルール作り）は
万全か。
・個人情報保護に関する従業者への教育・研修計画等が記述されているか。ま
た、内容は十分なものか。
・従事者の管理（伝染性疾患等への対応、過剰労働防止等）が記述されている
か。

10点 15点

7

◆業務改善の意識はあるか。
・区が提示した業務仕様に対して、安全性・効率性のさらなる向上、コスト縮減
等に寄与する提案があるか。
・業務執行上の問題点を的確に把握した上で、提案事項が述べられているか。

10点 10点

提出書類が見やすくまとめられており、不備なく提出されているか。 5点

国・地方公共団体等における類似業務の実績は十分か。（業務実績書により評
価する。）

5点

見積金額は妥当か。（見積書により評価する。上限額の95％以上を「３」、94%～
86％を「５または４」、85％以下を「２または１」として判断。（小数点四捨五入））

10点

8 プレゼンテーションでの説明および質疑応答が適切で明快であるか。 15点

100点 100点

提出書類【一次審査項目】

業務実績【一次審査項目】

見積額【一次審査項目】

合計

プレゼンテーション【二次審査項
目】

2 業務実施体制

業務に関する提案事項

事
務
局
審
査

評価基準表（審査項目・採点表）

事業者の責務

安全管理体制

業務従事者の研修

準備スケジュール等

評価項目

業務実施方針

1

別紙２



N
o

評
価

の
視

点
評

価
委

員
点

数
係

数
配

点

1
◆

本
業

務
に
あ
た
っ
て
の

業
務

実
施

方
針

は
適

切
か

。
・
窓

口
関

連
業

務
に
つ
い
て
の

理
念

・
基

本
的

な
考

え
方

が
適

切
で
あ
る
か

。
・
区

民
に
対

し
て
真

摯
に
対

応
で
き
る
か

。
５
　
・
　
４
　
・
　
３
　
・
　
２
　
・
　
１

×
1

5
点

◆
区

と
の

連
絡

体
制

が
整

備
さ
れ

て
い
る
か

。
・
指

揮
命

令
系

統
が

明
確

か
。

・
一

連
の

処
理

業
務

の
連

携
が

と
れ

て
い
る
か

。
・
区

と
の

連
携

が
と
れ

て
お
り
、
区

民
等

か
ら
の

問
合

せ
等

に
ス
ム

ー
ズ
に
対

応
で
き
る
か

。

５
　
・
　
４
　
・
　
３
　
・
　
２
　
・
　
１

×
2

1
0
点

◆
本

業
務

を
確

実
に
遂

行
で
き
る
人

員
体

制
で
あ
る
か

。
・
安

定
的

に
業

務
を
運

営
す
る
た
め

の
体

制
（
適

正
人

員
配

置
、
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
、
バ

ッ
ク

ア
ッ
プ
体

制
等

）
に
つ
い
て
記

述
さ
れ

て
い
る
か

。
・
通

常
期

、
繁

忙
期

を
勘

案
し
、
業

務
処

理
が

効
率

的
か

つ
安

定
的

に
行

う
た
め

に
、
従

事
者

の
急

病
等

の
場

合
に
は

代
替

要
員

を
準

備
す
る
な
ど
人

員
配

置
の

工
夫

が
記

述
さ
れ

て
い
る
か

。

５
　
・
　
４
　
・
　
３
　
・
　
２
　
・
　
１

×
3

1
5
点

3

◆
本

業
務

を
確

実
に
遂

行
で
き
る
作

業
工

程
及

び
日

程
と
な
っ
て
い
る
か

。
・
委

託
業

務
開

始
ま
で
の

適
切

な
準

備
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

が
記

述
さ
れ

て
い
る
か

。
・
業

務
の

正
確

性
と
迅

速
性

を
高

め
る
た
め

の
マ
ニ
ュ
ア
ル

、
具

体
的

な
施

策
が

記
述

さ
れ

て
い
る
か

。
・
委

託
業

務
終

了
時

の
次

期
委

託
業

者
へ

の
引

継
ぎ
計

画
が

記
述

さ
れ

て
い
る
か

。

５
　
・
　
４
　
・
　
３
　
・
　
２
　
・
　
１

×
2

1
0
点

4

◆
業

務
従

事
者

の
研

修
（
計

画
・
実

施
・
評

価
）
は

適
切

か
。

・
人

材
育

成
に
つ
い
て
基

本
的

な
考

え
方

が
示

さ
れ

て
い
る
か

。
・
準

備
期

間
を
含

め
、
研

修
の

内
容

や
研

修
の

実
施

体
制

に
つ
い
て
具

体
的

な
記

述
が

あ
る
か

。

５
　
・
　
４
　
・
　
３
　
・
　
２
　
・
　
１

×
2

1
0
点

5

◆
事

故
予

防
策

や
事

故
・
災

害
発

生
時

の
対

応
、
区

民
等

か
ら
の

苦
情

等
へ

の
対

応
は

適
切

か
。

・
事

故
予

防
対

策
や

事
故

・
災

害
発

生
な
ど
緊

急
時

に
お
け
る
危

機
管

理
対

策
は

適
切

か
。

・
来

庁
者

か
ら
の

苦
情

等
へ

の
対

応
策

及
び
報

告
は

適
切

か
。

５
　
・
　
４
　
・
　
３
　
・
　
２
　
・
　
１

×
2

1
0
点

6

◆
個

人
情

報
保

護
及

び
情

報
セ
キ

ュ
リ
テ
ィ
対

策
は

適
切

か
。
従

事
者

の
管

理
は

適
切

か
。

・
業

務
執

行
時

の
、
情

報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
保

護
対

策
（
運

用
上

の
仕

組
み

や
ル

ー
ル

作
り
）
は

万
全

か
。

・
個

人
情

報
保

護
に
関

す
る
従

業
者

へ
の

教
育

・
研

修
計

画
等

が
記

述
さ
れ

て
い
る
か

。
ま

た
、
内

容
は

十
分

な
も
の

か
。

・
従

事
者

の
管

理
（
伝

染
性

疾
患

等
へ

の
対

応
、
過

剰
労

働
防

止
等

）
が

記
述

さ
れ

て
い
る

か
。

５
　
・
　
４
　
・
　
３
　
・
　
２
　
・
　
１

×
2

1
0
点

7

◆
業

務
改

善
の

意
識

は
あ
る
か

。
・
区

が
提

示
し
た
業

務
仕

様
に
対

し
て
、
安

全
性

・
効

率
性

の
さ
ら
な
る
向

上
、
コ
ス
ト
縮

減
等

に
寄

与
す
る
提

案
が

あ
る
か

。
・
業

務
執

行
上

の
問

題
点

を
的

確
に
把

握
し
た
上

で
、
提

案
事

項
が

述
べ

ら
れ

て
い
る
か

。

５
　
・
　
４
　
・
　
３
　
・
　
２
　
・
　
１

×
2

1
0
点

提
出

書
類

が
見

や
す
く
ま
と
め

ら
れ

て
お
り
、
不

備
な
く
提

出
さ
れ

て
い
る
か

。
5
点

国
・
地

方
公

共
団

体
等

に
お
け
る
類

似
業

務
の

実
績

は
十

分
か

。
（
業

務
実

績
書

に
よ
り
評

価
す
る
。
）

5
点

見
積

金
額

は
妥

当
か

。
（
見

積
書

に
よ
り
評

価
す
る
。
上

限
額

の
9
5
％

以
上

を
「
３
」
、
9
4
%
～

8
6
％

を
「
５
ま
た
は

４
」
、
8
5
％

以
下

を
「
２
ま
た
は

１
」
と
し
て
判

断
。
（
小

数
点

四
捨

五
入

）
）

1
0
点

1
0
0
点

業
務

実
績

【
一

次
審

査
項

目
】

見
積

額
【
一

次
審

査
項

目
】

合
計

評
価

基
準

　
　
５
点

：
特

に
優

れ
て
い
る
　
　
４
点

：
優

れ
て
い
る
　
　
３
点

：
標

準
レ
ベ
ル

で
あ
る
　
　
２
点

：
標

準
に
や

や
及

ば
な
い
　
　
１
点

：
標

準
に
か

な
り
及

ば
な
い

業
務

従
事

者
の

研
修

安
全

管
理

体
制

事
業

者
の

責
務

業
務

に
関

す
る
提

案
事

項

事 務 局 審 査

提
出

書
類

【
一

次
審

査
項

目
】

第
一

次
審

査
　
評

価
基

準
表
（
審

査
項

目
・
採

点
表
）

評
価

項
目

業
務

実
施

方
針

2
業

務
実

施
体

制

準
備

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

等

2



N
o

評
価

の
視
点

評
価

委
員

点
数

係
数

配
点

1
◆

本
業

務
に
あ
た
っ
て
の

業
務

実
施

方
針

は
適

切
か
。

・
窓

口
関

連
業

務
に
つ
い
て
の

理
念
・
基

本
的
な
考

え
方

が
適

切
で
あ
る
か

。
・
区

民
に
対

し
て
真

摯
に
対

応
で
き
る
か

。
５
　
・
　
４
　
・
　
３
　
・
　
２
　
・
　
１

×
1

5
点

◆
区

と
の

連
絡

体
制

が
整

備
さ
れ

て
い
る
か

。
・
指

揮
命

令
系

統
が

明
確

か
。

・
一

連
の

処
理

業
務

の
連

携
が
と
れ

て
い
る
か

。
・
区

と
の

連
携

が
と
れ

て
お
り
、
区

民
等

か
ら
の

問
合

せ
等
に
ス
ム
ー
ズ
に
対

応
で
き
る
か

。

５
　
・
　
４
　
・
　
３
　
・
　
２
　
・
　
１

×
2

1
0点

◆
本

業
務
を
確

実
に
遂

行
で
き
る
人

員
体

制
で
あ
る
か

。
・
安

定
的
に
業

務
を
運

営
す
る
た
め
の

体
制
（
適

正
人

員
配

置
、
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
、
バ

ッ
ク

ア
ッ
プ
体

制
等
）
に
つ
い
て
記

述
さ
れ

て
い
る
か

。
・
通

常
期
、
繁

忙
期
を
勘

案
し
、
業

務
処

理
が

効
率

的
か
つ
安

定
的
に
行

う
た
め
に
、
従

事
者

の
急

病
等

の
場

合
に
は

代
替

要
員
を
準

備
す
る
な
ど
人

員
配

置
の

工
夫

が
記

述
さ
れ

て
い
る
か

。

５
　
・
　
４
　
・
　
３
　
・
　
２
　
・
　
１

×
2

1
0点

◆
業

務
責

任
者

は
窓

口
関

連
業

務
に
何

年
以

上
従

事
し
て
い
る
者

を
配

置
予

定
か
。

5
年

以
上

…
５
点

　
4
年

…
4
点

　
3
年

…
3
点

　
2
年

…
2
点

　
1
年

以
下

…
1
点

５
　
・
　
４
　
・
　
３
　
・
　
２
　
・
　
１

×
1

5
点

3

◆
本

業
務
を
確

実
に
遂

行
で
き
る
作

業
工

程
及
び
日

程
と
な
っ
て
い
る
か

。
・
委

託
業

務
開

始
ま
で
の

適
切
な
準

備
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

が
記

述
さ
れ

て
い
る
か

。
・
業

務
の

正
確

性
と
迅

速
性
を
高

め
る
た
め
の

マ
ニ
ュ
ア
ル

、
具

体
的
な
施

策
が

記
述
さ
れ

て
い
る
か

。
・
委

託
業

務
終

了
時

の
次

期
委

託
業

者
へ

の
引

継
ぎ
計

画
が

記
述
さ
れ

て
い
る
か

。

５
　
・
　
４
　
・
　
３
　
・
　
２
　
・
　
１

×
2

1
0点

4

◆
業

務
従

事
者

の
研

修
（
計

画
・
実

施
・
評

価
）
は

適
切

か
。

・
人

材
育

成
に
つ
い
て
基

本
的
な
考

え
方

が
示
さ
れ

て
い
る
か

。
・
準

備
期

間
を
含

め
、
研

修
の

内
容

や
研

修
の

実
施

体
制
に
つ
い
て
具

体
的
な
記

述
が
あ

る
か

。

５
　
・
　
４
　
・
　
３
　
・
　
２
　
・
　
１

×
2

1
0点

5

◆
事

故
予

防
策

や
事

故
・
災

害
発

生
時

の
対

応
、
区

民
等

か
ら
の

苦
情

等
へ

の
対

応
は

適
切

か
。

・
事

故
予

防
対

策
や

事
故
・
災

害
発

生
な
ど
緊

急
時
に
お
け
る
危

機
管

理
対

策
は

適
切

か
。

・
来

庁
者

か
ら
の

苦
情

等
へ

の
対

応
策

及
び
報

告
は

適
切

か
。

５
　
・
　
４
　
・
　
３
　
・
　
２
　
・
　
１

×
2

1
0点

6

◆
個

人
情

報
保

護
及
び
情

報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対

策
は

適
切

か
。
従

事
者

の
管

理
は

適
切

か
。

・
業

務
執

行
時

の
、
情

報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
保

護
対

策
（
運

用
上

の
仕

組
み

や
ル
ー
ル

作
り
）
は

万
全

か
。

・
個

人
情

報
保

護
に
関

す
る
従

業
者

へ
の

教
育
・
研

修
計

画
等

が
記

述
さ
れ

て
い
る
か

。
ま

た
、
内

容
は

十
分
な
も
の

か
。

・
従

事
者

の
管

理
（
伝

染
性

疾
患

等
へ

の
対

応
、
過

剰
労

働
防

止
等
）
が

記
述
さ
れ

て
い
る

か
。

５
　
・
　
４
　
・
　
３
　
・
　
２
　
・
　
１

×
3

1
5点

7

◆
業

務
改

善
の

意
識

は
あ
る
か

。
・
区

が
提

示
し
た
業

務
仕

様
に
対

し
て
、
安

全
性
・
効

率
性

の
さ
ら
な
る
向

上
、
コ
ス
ト
縮

減
等

に
寄

与
す
る
提

案
が
あ
る
か

。
・
業

務
執

行
上

の
問

題
点
を
的

確
に
把

握
し
た
上

で
、
提

案
事

項
が

述
べ
ら
れ

て
い
る
か

。

５
　
・
　
４
　
・
　
３
　
・
　
２
　
・
　
１

×
2

1
0点

8
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
で
の

説
明
お
よ
び
質

疑
応

答
が

適
切
で
明

快
で
あ
る
か

。
５
　
・
　
４
　
・
　
３
　
・
　
２
　
・
　
２

×
3

1
5点

1
0
0点

合
計

プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
【
二

次
審

査
項

目
】

準
備
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

等

業
務

従
事

者
の

研
修

安
全

管
理

体
制

事
業

者
の

責
務

業
務
に
関

す
る
提

案
事
項

第
二

次
審

査
　
評

価
基

準
表

（
審

査
項

目
・
採

点
表

）

評
価

基
準
　
　
５
点

：
特

に
優

れ
て
い
る
　
　
４
点

：
優

れ
て
い
る
　
　
３
点

：
標

準
レ
ベ
ル

で
あ
る
　
　
２
点

：
標

準
に
や

や
及

ば
な
い
　
　
１
点

：
標

準
に
か

な
り
及

ば
な
い

評
価

項
目

業
務

実
施

方
針

2
業

務
実

施
体
制

3


